
【導入】

京都大学を卒業し、大手金融機関に就職。

ところが、配属された経理部門で、職場の複雑な人間関係や、細かいことを大量に、正確に行わ

ないといけないという仕事内容が、彼にとって大きな壁となりました。

そのストレスで重度のうつ病を発症し、1年半で退職。
大学の先輩に促され、病院で検査を受けると、医者にこう診断されました。

「あなたは発達障害の疑いがあります。」

そのときはじめて違和感の正体がわかりました。

仕事ができない理由が分かってホッとするとともに、どうしてもっと早くに気づけなかったの

か、、、

本弁論では、軽度発達障害者が、その自覚が無いことによって苦しんでいる現状を指摘し、その

解決について訴えます！

【現状】

軽度発達障害とは、知能には問題がないものの、

生まれつきの、「脳の発達の偏り」により、

日常生活や仕事に支障をきたす障害のことです。

障害の内容は人によって様々。

私のように、読み書きが困難な人以外にも、

本来ならば守るべき約束を破ってしまう人。

他人の心情やその場の空気を読み取ることができない人などがいます。

文科省の推計では、そんな軽度発達障害者の数は、なんと806万人。
日本国民の6.3％にも上るのです。

そんな、軽度発達障害を抱える人の大きな特徴として、

「早期に発達障害に気づくことが困難である」という点があげられます。

なぜでしょうか？

それは、子供の時期において、

周囲の環境や保護者などによってカバーされ、症状があまり表に現れないからです。

例えば、勉学で困難があった場合、

わたしは、たまたま、

発達障害に詳しい先生の指摘により、発達障害だと気づきましたが、

多くの場合は本人の努力不足として見過ごされます。

コミュニケーションに困難があった場合も、学校生活ではあまり問題にはならず、個性として見過

ごされます。
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ところが大人になると、高度なコミュニケーション能力や、主体性が周囲から要求されます。

一見当たり前のように思える、社会人マナーや、上下関係が、大きな壁となって立ちはだかるの

です。

すると、それまで潜在的にあった障害、いわば「苦手事項」が一気に浮かび上がります。

そして、社会生活に大きな支障をきたすようになるのです。

実際に、NPOのアンケートでは、
発達障害者の８割が「就職後に発達障害に気づいた」と回答しており、

発達障害が非常に「気づきづらい障害である」ということが分かります。

そして、社会人マナーや複雑な上下関係などに苦しみ、それを改善しようと努力します。

しかし、努力してもなかなかうまくいかず、その理不尽さ、不条理さから思い悩みます。

その結果、就職している発達障害者の多くは、離職を余儀なくされます。

一般の平均勤続期間が13年。

それに対し、障害者職業総合センターによると、発達障害者の勤続期間は4年と非常に短く、し
かも４割は1年未満に離職しているのです。

さらに、発達障害者の多くは、「二次障害」として、様々な精神疾患を引き起こします。

日本児童青年精神医学会によれば、

外来を受診した大人の発達障がい者の約9割は、
パニック障害や統合失調症、

依存症といった「二次障害」を引き起こしていました。

中でも代表的なものとして、うつ病が挙げられます。

毎日新聞のアンケートでは、発達障がい者の４割以上が、

「うつ病を発症している」と回答しています。

今まで述べてきた、様々な困難。

実は、近年の研究によって、発達障がいの発見さえできれば、

その困難を取り除くことが可能だと分かっています。
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現在の制度では、軽度発達障害と診断されると、治療機関がカウンセリングを通じて、個々の症

状に応じた治療やサポートを行います。

医療機関への調査によれば、治療を行うことで9割の発達障がい者の症状が緩和したと診断さ
れました。

さらに、障害発見の時期によって、二次障害の改善の度合いは変わります。

特に、発達障害者の4割以上が苦しめられているうつ病などの精神病は、
発見が早期であればあるほど症状が改善しやすくなるのです。

民間支援団体の調査によれば、高校卒業以前までの早期発見さえ出来れば、

一般人の発症率と同じ6％にまで、症状を改善することができます。

加えて、障害の自覚があれば、自分の特性にあった選択が可能となります。

例えば、就労を行う際、自身の症状の傾向さえ分かっていれば、

自分に適した職種を選択する、といった工夫もとれるようになるのです。

【問題点・理念】

軽度発達障がい者の様々な困難。

それは、障害を自覚できないことによって引き起こされるものです。

原因が分からず、何をすればいいのかもわからない。

ただひたすらに実らない努力を続け、苦しんでいる人が多くいます。

しかし、早期の発見さえできれば！
障害の特性に合わせた工夫や治療で、大幅な改善が可能となるのです。

とはいえ、障がいの発見は、本人に「障害者である」ことを、自覚させることになります。

たしかに、”はじめ”は、不安や抵抗感を覚える人もいるかもしれません。

しかし、障がいの自覚がなければ、”これからもずっと”、特性に合わない選択をし続けることにな
ります。

ひと時の抵抗感のために、この問題を放置すれば、”一生”、生きづらさを抱えた生活を送ることに
なってしまうのです！

実際に、私は先日、東京都発達障害者支援センターに行き、支援現場を取材しました。
そこで、職員の方はこうおっしゃっていました。

「不安や抵抗感があるからこそ、早期発見が必要です。」
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この言葉が、とても印象に残っています。
障がいの特性は成長するにつれて強くなることもあり、成人では支援が長びくケースが多いから

です。

このように、支援の現場においても、早期発見の重要性は認識されているのです。

（間）

発見後、支援に繋げることで、

これまで原因もわからず苦しめられてきた、

様々な困難を避けられるようになります。

そして、個人の特性にあった生活を、送れるようになるのです！

【原因】

政府もまた、「気づかれない発達障害者」の問題を認識しています。

発達障がい者支援法では「発達障害の早期発見」を明記し、1歳6か月時、および3歳時の健康
診断で、発達障害検診を行う自治体は増えました。

しかし、この現状の制度は、ほとんどの発達障害者を発見できていません。

なぜなのでしょうか。

それは症状のほとんどが、就学後にあらわれ、なおかつ出現時期は、人によって異なるからで

す。

しかし、現在検診が実施されているのは、「健康診断のついで」として実施される、3歳児検診ま
で！

厚労省によれば、5歳児検診を近年導入した島根県では、検診で発見された発達障害児の約7
割が、3歳児健診では障害なしと診断されていたのです。

つまり、現状3歳までしか行われていない検診を、就学後にも実施することで、多くの発達障害を
発見することができるのです。

【プラン】

そこで私は、2点のプランを提案します。

１点目は、学校での、発達障害発見のための検診の実施です。

具体的には、小学校入学時と4年次、中学入学時と高校入学時、3年ごと、計4度の検診を義務
化します。
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この検診では、アメリカを始めとする海外で実用化されている「ヴァインランド」と呼ばれる検査を

利用します。

ヴァインランドとは、臨床心理士が対象者の親などに対して、質問を行い、発達障害の兆候がみ

られるかどうかを診断する方法です。

質問の内容は、

「順番をきちんと待つことができるか」など、些細なことに関するものです。

このような質問を100問程度行い、対象者のコミュニケーション能力、日常生活スキル、社会性、
不適応行動の4つの項目を計ります。

この検診によって、発達障害の可能性があるこどもを発見することができるのです。

しかし、このプランには1点の問題があります。

それは現在就職している人で、発達障害を持つ人を発見できないことです。

この問題を解決するために、私は2点目のプランを提案します。

それは、すでに行われている定期健診において、発達障害に関する問診を追加して実施するこ

とです。

具体的には、現在既に大学在学時やパート、企業内で実施が定められている定期健診で、発達

障害発見のための簡単な問診を行います。

これは、従来の質問内容に、「生活での困難」や「普段気を付けていること」などといった、発達障

害の兆候に関するいくつかの質問を追加する形で実施することとします。

　　　　　（間）

そして、これら2点のプランにより、発達障害の傾向が見られた人には、専門の医療機関を紹介
します。

そこで発達障害と診断された人に対しては、全国に6000か所以上ある発達障害者支援センター
や民間支援機関を案内し、カウンセリングや就労支援を実施します。

私のプランにより、できる限り早い段階で発達障害を発見し、支援できる体制が整うのです。
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【締め】

今まで述べたように、発達障害は決して乗り越えられない壁ではありません。

治療や工夫で克服することができます。

実際に、冒頭で紹介した彼は、障害の発見後、治療とサポートを通じて教えることへの適正に気

づき、今は塾の講師として働いています。

障害に気付き、壁を乗り越えたことで、他の人と同じ「スタートライン」に立てたのです。

（間）

しかし、彼一人で発達障害を乗り越えたわけではありません。

両親や先輩、友人など、周囲の支えがあったからこそ、障害を少しずつ乗り越えられたのです。

このように、軽度発達障がい者が困難から抜け出すには、自分で障がいを把握することに加え、

周囲の理解も重要になります。

当事者一人一人の特性や、それを克服する工夫を、皆さんに、すこしでも理解してほしい！

そうして初めて、軽度発達障害の方が、苦しまない社会の、「スタートライン」に立ったといえるの

ではないでしょうか。

ご清聴ありがとうございました。

6


